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企 業 局 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 企 業 管 理 規 程 を こ こ に 公 表 す る 。

平 成 十 九 年 三 月 三 十 日

宮 崎 県 企 業 局 長 日 美 幸 平

宮 崎 県 企 業 局 企 業 管 理 規 程 第 一 号

企 業 局 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 企 業 管 理 規 程

企 業 局 組 織 規 程 （ 平 成 十 一 年 宮 崎 県 企 業 局 企 業 管 理 規 程 第 三 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 中 第 二 十 六 号 を 削 り 、 第 二 十 七 号 を 第 二 十 六 号 と し 、 第 二

十 八 号 か ら 第 三 十 四 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

第 七 条 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

七 電 子 計 算 機 等 の 運 営 管 理 及 び 利 用 の 調 整 に 関 す る こ と 。

第 二 十 三 条 中 「 、 そ の 他 の 職 員 の 職 と し て 、 」 を 削 る 。

第 二 十 七 条 中 「 そ の 他 の 職 員 と し て 」 を 削 る 。

附 則

こ の 企 業 管 理 規 程 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

企 業 局 保 安 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 企 業 管 理 規 程 を こ こ に 公 表 す る 。

平 成 十 九 年 三 月 三 十 日

宮 崎 県 企 業 局 長 日 美 幸 平

宮 崎 県 企 業 局 企 業 管 理 規 程 第 二 号

企 業 局 保 安 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 企 業 管 理 規 程

企 業 局 保 安 規 程 （ 昭 和 六 十 二 年 宮 崎 県 企 業 局 企 業 管 理 規 程 第 六 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 中 「県土木部 」 を 「県土整備部 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 企 業 管 理 規 程 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

企 業 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 企 業 管 理 規 程 を こ

こ に 公 表 す る 。

平 成 十 九 年 三 月 三 十 日

宮 崎 県 企 業 局 長 日 美 幸 平

宮 崎 県 企 業 局 企 業 管 理 規 程 第 三 号

企 業 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 企 業 管 理 規 程

企 業 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 三 十 五 年 宮 崎 県 企 業 局 企 業 管

理 規 程 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 の 二 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

２ 前 項 に 規 定 す る 職 を 占 め る 企 業 職 員 の 管 理 職 手 当 の 額 は 、 別 表

第 一 の 職 欄 の 区 分 及 び 当 該 職 員 の 属 す る 職 務 の 級 に 応 じ 、 同 表 の

支 給 額 欄 に 定 め る 額 と す る 。

第 三 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 特 殊 勤 務 手 当 ）

第 三 条 特 殊 勤 務 手 当 の 種 類 は 、 次 の と お り と す る 。

一 特 殊 現 場 作 業 手 当

二 深 夜 特 殊 業 務 手 当

三 航 空 機 搭 乗 業 務 手 当

２ 特 殊 現 場 作 業 手 当 は 、 企 業 職 員 が 次 に 掲 げ る 作 業 に 従 事 し た と

き に 支 給 す る 。

一 高 層 建 築 物 、 ダ ム 等 の 工 事 現 場 等 に お い て 、 地 上 又 は 水 面 上

十 メ ー ト ル 以 上 の 足 場 の 不 安 定 な 箇 所 で 行 う 工 事 の 検 査 、 調 査 、

指 導 又 は 監 督 等 の 作 業

二 電 気 設 備 等 の 維 持 修 繕 、 巡 視 、 点 検 、 検 査 等 の 現 場 作 業

３ 前 項 の 手 当 の 額 は 、 別 表 第 二 に 定 め る 額 と す る 。

４ 深 夜 特 殊 業 務 手 当 は 、 総 合 制 御 課 の 企 業 職 員 が 深 夜 （ 午 後 十 時

後 翌 日 の 午 前 五 時 前 の 間 を い う 。 ） に お い て 行 わ れ る 発 電 所 及 び

工 業 用 水 道 施 設 の 運 転 業 務 に 従 事 し た と き 、 勤 務 一 回 に つ き 、 三

千 六 百 円 を 支 給 す る 。

５ 航 空 機 搭 乗 業 務 手 当 は 、 企 業 職 員 が 航 空 機 に 搭 乗 し て 観 測 、 調

査 等 の 業 務 に 従 事 し た と き 、 従 事 し た 一 時 間 に つ き 、 千 九 百 円 を

支 給 す る 。

６ 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 さ れ る 作 業 に 従 事 し た

時 間 が 一 日 に つ い て 四 時 間 に 満 た な い 場 合 に お け る そ の 日 の 当 該

特 殊 勤 務 手 当 の 額 は 、 第 三 項 の 規 定 に よ り 受 け る べ き 額 に 百 分 の

六 十 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 一 勤 務 日 に 当

該 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 対 象 と な る 二 以 上 の 作 業 に 従 事 し た 場 合 に

は 、 そ れ ら の 作 業 に 従 事 し た 合 計 の 時 間 を も っ て 特 殊 勤 務 手 当 の

支 給 さ れ る 作 業 に 従 事 し た 時 間 と し 、 そ れ ら の 作 業 に 係 る 特 殊 勤

務 手 当 の う ち 、 同 項 の 規 定 に よ り 受 け る べ き 額 の 最 高 の も の に 係

る 作 業 に 従 事 し た も の と み な す 。

７ 特 殊 勤 務 手 当 は 、 そ の 月 分 を 翌 月 の 給 料 の 支 給 定 日 に 支 給 す る 。

別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 第 一 （ 第 二 条 の 二 関 係 ）
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別 表 第 二 （ 第 三 条 関 係 ）

別 表 第 三 を 削 る 。

附 則

こ の 企 業 管 理 規 程 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

企 業 局 企 業 職 員 就 業 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 企 業 管 理 規 程 を こ こ に

公 表 す る 。

平 成 十 九 年 三 月 三 十 日

宮 崎 県 企 業 局 長 日 美 幸 平

宮 崎 県 企 業 局 企 業 管 理 規 程 第 四 号

企 業 局 企 業 職 員 就 業 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 企 業 管 理 規 程

企 業 局 企 業 職 員 就 業 規 程 （ 昭 和 三 十 六 年 宮 崎 県 企 業 局 企 業 管 理 規

程 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 四 項 中 「 割 り 振 り 」 を 「 割 振 り 」 に 、 「 日 の 」 を 「 五 日

間 に お い て 、 休 憩 時 間 を 除 き 、 」 に 改 め る 。

第 三 条 中 「 、 休 息 時 間 」 を 削 り 、 「 、 第 五 条 及 び 第 六 条 」 を 「 及

び 第 五 条 」 に 改 め る 。

第 六 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 六 条 削 除

別 表 第 二 十 号 イ 中 「 身 体 障 害 者 療 護 施 設 」 を 「 障 害 者 支 援 施 設 」

に 改 め る 。
附 則

こ の 企 業 管 理 規 程 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

特 別 の 勤 務 に 従 事 す る 企 業 職 員 の 勤 務 時 間 等 の 特 例 に 関 す る 規 程

の 一 部 を 改 正 す る 企 業 管 理 規 程 を こ こ に 公 表 す る 。

平 成 十 九 年 三 月 三 十 日

宮 崎 県 企 業 局 長 日 美 幸 平

宮 崎 県 企 業 局 企 業 管 理 規 程 第 五 号

特 別 の 勤 務 に 従 事 す る 企 業 職 員 の 勤 務 時 間 等 の 特 例 に 関 す る

規 程 の 一 部 を 改 正 す る 企 業 管 理 規 程

特 別 の 勤 務 に 従 事 す る 企 業 職 員 の 勤 務 時 間 等 の 特 例 に 関 す る 規 程

（ 平 成 五 年 宮 崎 県 企 業 局 企 業 管 理 規 程 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

第 一 条 中 「 、 休 息 時 間 」 を 削 る 。

職

副 局 長

参 事
課 長

経 営 企 画 監

副 参 事

所 長
副 所 長

職 務 の 級

九 級
八 級

八 級
七 級

七 級
六 級

七 級 （ 副 参 事 及 び

所 長 に 限 る 。 ）

六 級
五 級

支 給 額

十 三 万 三 百 円

十 一 万 七 千 五 百 円

九 万 千 三 百 円

八 万 三 千 円

七 万 七 千 四 百 円

七 万 二 千 七 百 円

七 万 五 千 百 円

六 万 八 千 二 百 円

五 万 千 七 百 円

区 分

第 二 項 第 一 号

の 作 業

第 二 項 第 二 号 の 作 業
地 上 又 は 水 面 上

十 メ ー ト ル 以 上

地 上 又 は 水 面 上

二 十 メ ー ト ル 以 上

支 給 額

一 日 に つ き 二 百 二 十 円

一 日 に つ き 三 百 二 十 円

一 日 に つ き 五 百 六 十 円

第 三 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 割 り 振 り 」 を 「 割 振 り 」 に 改 め る 。

第 四 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 総 制 職 員 の 勤 務 時 間 等 ）

第 四 条 総 制 職 員 に つ い て は 、 毎 四 週 間 に つ い て 一 週 間 当 た り の 勤

務 時 間 が 四 十 時 間 を 超 え な い よ う に 勤 務 時 間 等 を 割 り 振 る も の と

す る 。

２ 総 制 職 員 に つ い て は 、 四 週 間 ご と の 期 間 に つ き 八 日 以 上 の 週 休

日 を 定 め る も の と す る 。

３ 総 制 職 員 の 勤 務 時 間 は 、 休 憩 時 間 を 除 き 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ

る 勤 務 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 時 間 帯 と す る 。

４ 所 属 長 は 、 勤 務 時 間 が 六 時 間 を 超 え る 場 合 に お い て は 四 十 五 分

の 、 八 時 間 を 超 え る 場 合 に お い て は 一 時 間 の 休 憩 時 間 を そ れ ぞ れ

所 定 の 勤 務 時 間 の 途 中 に 与 え る も の と す る 。 た だ し 、 日 勤 に 係 る

総 制 職 員 の 休 憩 時 間 に つ い て は 、 就 業 規 程 第 五 条 の 規 定 を 準 用 す

る 。

５ 総 制 職 員 の 勤 務 時 間 等 の 割 振 り は 、 五 日 を 周 期 と し た 交 替 制 勤

務 に よ る も の と し 、 そ の 転 換 方 法 は 、 原 則 と し て 次 の 表 の と お り

と す る 。 た だ し 、 必 要 に 応 じ 日 勤 を 命 ず る こ と が あ る 。

第 七 条 を 第 八 条 と す る 。

第 六 条 の 見 出 し 中 「 割 り 振 り 変 更 」 を 「 割 振 り 変 更 」 に 改 め 、 同

条 中 「 割 り 振 り 」 を 「 割 振 り 」 に 改 め 、 同 条 を 第 七 条 と す る 。

第 五 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 割 り 振 り 」 を 「 割 振 り 」 に 改 め 、

同 条 を 第 六 条 と し 、 第 四 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 臨 時 直 職 員 の 勤 務 時 間 等 ）

第 五 条 臨 時 直 職 員 の 勤 務 時 間 は 、 休 憩 時 間 を 除 き 、 一 週 間 に つ き

四 十 時 間 と す る 。

２ 臨 時 直 職 員 の 勤 務 時 間 は 、 休 憩 時 間 を 除 き 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲

げ る 職 員 の 区 分 及 び 中 欄 に 掲 げ る 勤 務 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表

の 下 欄 に 掲 げ る 時 間 帯 と す る 。

３ 臨 時 直 職 員 の 週 休 日 及 び 週 休 日 の 振 替 等 に つ い て は 、 就 業 規 程

第 二 条 第 三 項 本 文 及 び 第 五 項 の 規 定 を 準 用 す る 。

勤 務 区 分

一 直
二 直

三 直
日 勤

勤 務 時 間

午 後 九 時 三 十 分 か ら 翌 日 の 午 前 八 時 三 十 分 ま で

午 前 八 時 か ら 午 後 四 時 四 十 五 分 ま で

午 後 四 時 か ら 午 後 十 時 ま で

午 前 八 時 三 十 分 か ら 午 後 五 時 十 五 分 ま で

区 分

割 振 り

第 一 日

三 直

第 二 日

二 直

第 三 日

一 直

第 四 日

週 休 日

第 五 日

週 休 日

職 員 の 区 分

第 二 条 第 二

項 第 二 号 及

び 第 三 号 の

業 務 を 行 う

臨 時 直 職 員

第 二 条 第 二

項 第 一 号 及

び 第 四 号 の

業 務 を 行 う

臨 時 直 職 員

勤 務 区 分

一 直
二 直

三 直
日 勤

一 直
二 直

三 直

勤 務 時 間

午 後 九 時 三 十 分 か ら 翌 日 の 午 前 八 時

三 十 分 ま で

午 前 八 時 か ら 午 後 四 時 四 十 五 分 ま で

午 後 四 時 か ら 午 後 十 時 ま で

午 前 八 時 三 十 分 か ら 午 後 五 時 十 五 分

ま で
午 前 零 時 三 十 分 か ら 午 前 九 時 十 五 分

ま で
午 前 八 時 三 十 分 か ら 午 後 五 時 十 五 分

ま で
午 後 四 時 三 十 分 か ら 翌 日 の 午 前 一 時

十 五 分 ま で



宮 崎 県 公 報 平成 19年 ３ 月 30日（金曜日） 号外 第 36号

害 3害

「

に
」

改 め 、 同 表 勘 定 科 目 表 工 業 用 水 道 事 業 会 計 勘 定 科 目 表 資 本 七 剰 余 金

中
「

を
」

「

に
」

改 め る 。

別 表 第 一 の 二 の 七 の 項 、 九 の 項 、 十 一 の 項 及 び 十 二 の 項 中 「 指 名

業 者 内 申 名 簿 」 を 「 指 名 候 補 業 者 名 簿 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 企 業 管 理 規 程 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 規 程 の 一 部 改 正 ）

２ 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 規 程 （ 平 成 七 年

宮 崎 県 企 業 局 企 業 管 理 規 程 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 一 項 中 「 第 百 二 十 一 条 」 を 「 第 百 二 十 一 条 第 一 項 」 に

改 め 、 「 た だ し 書 き 」 の 下 に 「 （ 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 加 え る 。

電気事業会計勘定科目表「剰余金」

に準じて整理する。

受贈財産評価

額

寄 附 金

国庫補助金

雑資本剰余金

当年度未処

分利益剰余

金（又は当

年度未処理

欠損金）

資本剰余金

利益剰余金

剰 余 金

４ 臨 時 直 職 員 の 休 憩 時 間 に つ い て は 、 前 条 第 四 項 の 規 定 を 準 用 す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 項 た だ し 書 中 「 総 制 職 員 」 と あ る の は

「 臨 時 直 職 員 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

５ 所 属 長 は 、 臨 時 直 職 員 に つ き 業 務 の 状 況 に よ り 特 に 必 要 が あ る

と 認 め る と き は 、 当 該 臨 時 直 職 員 の 勤 務 時 間 を 繰 り 上 げ 、 又 は 繰

り 下 げ る こ と が で き る 。

附 則

こ の 企 業 管 理 規 程 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

企 業 局 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 企 業 管 理 規 程 を こ こ に 公 表 す る 。

平 成 十 九 年 三 月 三 十 日

宮 崎 県 企 業 局 長 日 窓 幸 平

宮 崎 県 企 業 局 企 業 管 理 規 程 第 六 号

企 業 局 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 企 業 管 理 規 程

企 業 局 会 計 規 程 （ 平 成 十 四 年 宮 崎 県 企 業 局 企 業 管 理 規 程 第 六 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 十 八 条 第 二 項 第 二 号 中 「 規 定 す る 」 の 下 に 「 資 格 を 有 す る 」

を 加 え る 。

第 百 十 一 条 第 五 項 中 「 普 通 財 産 （ 不 動 産 に 限 る 。 ） の 売 払 い に 係

る 」 を 「 前 項 に 規 定 す る 契 約 以 外 の 」 に 、 「 当 該 売 払 い 契 約 」 を 「

当 該 契 約 」 に 改 め る 。

第 百 二 十 一 条 中 「 県 が 行 う 」 を 削 り 、 「 清 掃 業 務 等 の 」 を 「 、 清

掃 業 務 等 の 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 三 項 を 加 え る 。

２ 前 項 に 規 定 す る 業 務 以 外 の 業 務 の 委 託 に あ っ て は 、 自 治 令 第 百

六 十 七 条 の 十 一 第 二 項 の 規 定 に よ る 指 名 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に

必 要 な 資 格 は 、 県 が 発 注 す る 建 設 工 事 等 の 契 約 に 係 る 指 名 競 争 入

札 参 加 者 の 資 格 等 に 関 す る 要 綱 、 物 品 の 買 入 れ 等 の 契 約 に 係 る 競

争 入 札 の 参 加 資 格 、 指 名 基 準 等 に 関 す る 要 綱 、 清 掃 業 務 等 の 委 託

契 約 に 係 る 競 争 入 札 の 参 加 資 格 等 に 関 す る 要 綱 又 は 庁 舎 等 の 設 備

維 持 管 理 業 務 の 委 託 契 約 に 係 る 指 名 競 争 入 札 の 参 加 資 格 及 び 指 名

基 準 に 関 す る 要 綱 に 定 め ら れ た 資 格 と す る 。 た だ し 、 業 務 の 性 質

上 そ の 他 の 理 由 に よ り 適 当 で な い 場 合 に あ っ て は 、 管 理 者 が 別 に

定 め る 。

３ 前 項 本 文 の 規 定 の 適 用 に あ っ て は 、 第 一 項 た だ し 書 き の 規 定 を

準 用 す る こ と が で き る 。

４ 第 一 項 た だ し 書 き （ 前 項 の 規 定 に よ り 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に お い て は 、 管 理 者 は 、 契 約 の 性 質 そ の

他 の 諸 事 情 を 勘 案 の 上 、 適 当 と 認 め る 者 を 指 名 競 争 入 札 に 参 加 す

る 者 に 必 要 な 資 格 を 有 す る 者 と し て 認 定 す る も の と す る 。

第 百 二 十 二 条 中 「 県 が 発 注 す る 建 設 工 事 等 の 契 約 に 係 る 指 名 競 争

入 札 参 加 者 の 指 名 基 準 等 に 関 す る 要 綱 の 」 の 下 に 「 、 物 品 の 買 い 入

れ 等 に あ っ て は 、 物 品 の 買 入 れ 等 の 契 約 に 係 る 競 争 入 札 の 参 加 資 格 、

指 名 基 準 等 に 関 す る 要 綱 の 」 を 加 え 、 「 清 掃 業 務 等 の 」 を 「 、 清 掃

業 務 等 の 」 に 、 「 参 加 資 格 者 」 を 「 参 加 資 格 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の

一 項 を 加 え る 。

２ 前 条 第 二 項 本 文 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お け る 指 名 競 争 入 札 の

指 名 の 基 準 等 に つ い て は 、 前 項 の 例 に よ る 。

別 表 第 一 勘 定 科 目 表 電 気 事 業 会 計 勘 定 科 目 表 負 債 四 固 定 負 債 中

「

を
」

退職給与引当

金

修繕準備引当

金

渇水準備引当

金

引 当 金

修繕（一般）

準備引当金

ＰＣＢ処理費

引当金

退職給与引当

金

修繕準備引当

金

渇水準備引当

金

退職給与引当

金

修繕準備引当

金

渇水準備引当

金

引 当 金

令第24条第１項の規定に

基づく積立金を整理する。

令第24条第２項及び第３項

の規定に基づく積立金を

整理する。

令第24条第４項の規定に

基づく積立金を整理する。

受贈財産評価

額

寄 附 金

国庫補助金

雑資本剰余金

減債積立金

利益積立金

（その他積立

金）

借入金償還積

立金

建設改良積立

金

当年度未処

分利益剰余

金（又は当

年度未処理

欠損金）

資本剰余金

利益剰余金

剰 余 金

正正 誤誤
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平 成 十 八 年 三 月 三 十 一 日 付 け 県 公 報 （ 号 外 第 二 十 四 号 ） 中
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平 成 十 八 年 三 月 三 十 一 日 付 け 県 公 報 （ 号 外 第 二 十 四 号 ） 中
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